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活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

事務作業全般

庁外調整・会議

審議会

11

月

12

月
1月7月

事務事業概要書

事業概要

　「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン２」（第４期茅ヶ崎市地域福祉計画・第

５次地域福祉活動計画・第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画）に位置づけた取

り組みについて茅ヶ崎市社会福祉協議会と連携して推進します。

　地域福祉推進のため、地域福祉の普及啓発に取り組みます。

事務事業名

計画の進行管理

地域福祉活動推進調整会議

地域福祉推進委員会

8月 9月
10

月
4月 5月

地域福祉推進事業

部名 課かい名 地域福祉課福祉部



根拠法令
抜粋

・社会福祉法

第１０７条 （市町村地域福祉計画）

　市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。

 　一　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項

 　二　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

 　三　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

 　四　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

 　五　前条第１項各号※に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関す

る事項

法的
実施根拠

あり
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6

7

8

9
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地区懇談会の開催支援 イベント開催

地域福祉活動を担う人材確保 周知・広報

地区ボランティアセンターの運営支援 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

福祉総合相談 相談・問合せ対応

地区ネットワーク会議 庁外調整・会議

事業概要

　ケースワーカーや相談支援包括化推進員、重層的支援体制推進事業業務委託を受ける

茅ヶ崎市社会福祉協議会が地域共生社会の推進を目指し、制度のはざまの課題や複数の分

野にまたがる複合課題を抱えた世帯への個別支援を行うとともに、地域住民や地域福祉団

体、専門機関等の連携による一体的な相談支援体制の構築に取り組みます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 重層的支援体制整備事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・社会福祉法

第百六条の三（包括的な支援体制の整備）

　市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に

応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関

係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決

に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一　地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住

民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他

の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策

二　地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができ

る体制の整備に関する施策
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6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9
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14
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支援プランに基づく継続的支援 相談支援

フードバンク事業の実施 相談支援

ハローワークとの連携 相談支援

支援調整会議の開催 相談支援

9月
10

月

11

月

相談受付 相談支援

課題の把握及び支援プランの作成 相談支援

事業概要

　生活困窮者からの相談を受け、課題を把握し、個々の状況に応じた支援プランを策定し

ます。生活困窮者支援調整会議を開催し、支援プランに基づき、計画的かつ継続的に支援

します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 生活困窮者自立相談支援事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・生活困窮者自立支援法

（生活困窮者自立相談支援事業）

第五条　都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。

２　都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等

以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

３　前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で

あった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

・生活困窮者自立支援法施行令

・生活困窮者自立支援法施行規則
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9
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家計改善支援員による相談支援 相談支援

子ども相談支援員による相談支援 相談支援

就労準備支援事業（就労体験の提供） 相談支援

就労準備支援事業（居場所の提供） 相談支援

模擬試験・進学相談の実施 相談支援

9月
10

月

11

月

中学生への周知・説明会の実施 周知・広報

学習支援事業の実施 相談支援

事業概要

（子ども健全育成推進事業）

中学生を対象に学習支援を実施します。

日常的な生活習慣を育む支援を行うことにより、子どもの自立心の向上を図ります。

（就労準備支援事業）

就労に必要な知識・技能が不足しているだけでなく、複合的な課題があり、就労に向けた

準備が整っていない人に対して、就労に繋がる体験機会を提供することで、日常生活の自

立及び一般就労も含めた社会的な自立を支援します。

（家計改善支援事業）

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計状況を明確にし、

家計改善の意欲喚起、家計に関する必要な情報提供や専門的な助言、指導等を行うことに

より、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生できるよう支援します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 生活困窮者自立支援法に基づく任意事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・生活困窮者自立支援法

（生活困窮者就労準備支援事業等）

第七条　都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支

給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努

めるものとする。

２　都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一　生活困窮者一時生活支援事業

二　子どもの学習・生活支援事業

三　その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業

・生活困窮者自立支援法施行令

・生活困窮者自立支援法施行規則



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9
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自立相談支援員等との面談 相談支援

住居確保給付金の振込 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

住居確保給付金の申請受付 申請等受付

住居確保給付金の審査・支給決定 通知等発送

事業概要

　住居を喪失した人または住居を喪失するおそれのある人に対して、住居確保給付金を支

給します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 住居確保給付金支給事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・生活困窮者自立支援法

（生活困窮者住居確保給付金の支給）

第六条　都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮

者のうち第三条第三項に規定するもの（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯

に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限

る。）に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。

２　前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活

困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

・生活困窮者自立支援法施行令

・生活困窮者自立支援法施行規則
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7

8
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成年後見支援センター運営事業実施業務 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市成年後見制度利用促進会議 審議会等

茅ヶ崎市成年後見支援ネットワーク勉強会 庁外調整・会議

事業概要

　高齢者や障がい者等の権利擁護体制の充実のため、第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促

進基本計画に位置づけた取組を推進し、成年後見制度の更なる普及と利用促進に取り組み

ます。主な取り組みとしては、制度の普及啓発、茅ヶ崎市成年後見センターによる相談支

援、専門職や関係機関等とのネットワークの構築を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 成年後見制度利用促進事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・成年後見制度の利用の促進に関する法律

(市町村の講ずる措置)

第十四条　市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努める

とともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10
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14

15

市民後見人バックアップ 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

修了認定者へのフォローアップ 市民等向け研修・講座

受任調整 庁外調整・会議

事業概要

　後見等の担い手として市民を養成し、認知症等により判断能力が十分でない者等が成年

後見制度を円滑に利用するための体制整備に資することを目的として市民後見人を養成し

ます。市民後見人選任後も継続的な活動支援を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 市民後見人養成及び支援事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・老人福祉法

（後見等に係る体制の整備等）

第三十二条の二　市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民

法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うことが

できる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことがで

きる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

・知的障害者福祉法

（後見等を行う者の推薦等）

第二十八条の二　市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民

法に規定する後見、保佐及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適

正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者

の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（後見等を行う者の推薦等）

第五十一条の十一の三　市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよ

う、民法に規定する後見、保佐及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業

務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことがで

きる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

社会福祉法人の運営に関する問合せ対応 相談・問合せ対応

社会福祉法人の定款等認可 申請等受付

社会福祉法人の運営に関する情報提供 周知・広報

9月
10

月

11

月

社会福祉法人の計算書類等の確認・受理 事務作業全般

社会福祉法人に対する指導監査 現場調査・訪問

事業概要

　市内においてのみ事業所を設置して事業を行う社会福祉法人の所轄庁として、各種認可

事務や相談対応を実施します。

　法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき

事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全

な経営の確保を図るため、社会福祉法人に対し社会福祉法に基づいた指導監査を実施しま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 社会福祉法人の許認可等に関する事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・社会福祉法

（所轄庁）

第三十条　社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。

ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

一　主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人（次号に掲げる社会福祉法人を除

く。）であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの　市長（特別区の区長を含

む。以下同じ。）

（社会福祉充実計画の承認）

第五十五条の二　社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲

げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度

の末日（同号において「基準日」という。）において現に行つている社会福祉事業若しく

は公益事業（以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。）の充実又は既

存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業（同項第一号において「新規事業」とい

う。）の実施に関する計画（以下「社会福祉充実計画」という。）を作成し、これを所轄

庁に提出して、その承認を受けなければならない。

（所轄庁への届出）

第五十九条　社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。

一　第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等

二　第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等
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4 ■
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6 ■ ■ ■ ■
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8 ■ ■

9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10

11

12

13

14
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県負担金処理 伝票処理・契約事務

民生委員推薦会 審議会等

民生委員・児童委員、市民対応 相談・問合せ対応

補助金交付申請受付 申請等受付

補助金交付・精算 伝票処理・契約事務

活動状況報告 事務作業全般

役員会 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

事務局事務 事務作業全般

地区定例会 庁内調整・会議

事業概要

　住民の生活上のさまざまな相談に応じるため、行政をはじめ適切な支援やサービスへの

「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や児童、障がい者の方の見守り等で

重要な役割を果たしている民生委員・児童委員の活動を支援します。

　また、本市においては１３地区に法定の協議会が設置されていて、各地区の協議会から

組織される連合組織もあるため、協議会の取り組みや活動も支援します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 民生委員・児童委員に対する支援及び補助事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・民生委員法

第十七条　民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

２　市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼

し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。

第二十四条　民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。

一　民生委員が担当する区域又は事項を定めること。

二　民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。

三　民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。

四　必要な資料及び情報を集めること。

五　民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。

六　その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

２　民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申する

ことができる。

３　民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わること

ができる。

４　市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、

意見を述べることができる。

・民生委員法施行令

第六条　民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。

２　幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて

庶務に従事する。

第七条　前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に

関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■

3 ■ ■

4 ■

5 ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

再犯防止に関する意見交換 庁外調整・会議

保護司会研修会への参加 職員向け研修

補助金交付・精算 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

社会を明るくする運動 周知・広報

補助金交付申請受付 申請等受付

事業概要

　「茅ヶ崎・寒川地区保護司会」への補助金支出や、犯罪や非行の無い明るい社会を築く

ため地域社会の理解と協力を求める「社会を明るくする運動」への協力を通じて、法務大

臣より委嘱された無給の非常勤国家公務員である保護司の活動を支援し、犯罪や非行をし

た人の立ち直りを地域で支えるため、再犯防止に資する取り組みを推進します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 更生保護推進事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・保護司法

（地方公共団体の協力）

第十七条　地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした

者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住

民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、

保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。



1 ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

茅ヶ崎市戦没者追悼式に向けた調整 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

補助金交付申請受付 申請等受付

補助金交付・精算 伝票処理・契約事務

事業概要

　戦史を知らない市民が増える中で、同じ歴史を繰り返さぬように、平和の礎となった戦

没者に対する追悼事業の実施や、遺族通信を発行して市民に戦争の悲惨さを伝えている

茅ヶ崎市戦没者遺族会に対し、補助金交付や各種相談対応などの支援を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 戦没者遺族会への支援事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■

2 ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求事務 事務作業全般

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金交付 申請等受付
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する問い合わせ対応 相談・問合せ対応

茅ヶ崎市戦没者追悼式の実施 イベント開催

9月
10

月

11

月

神奈川県戦没者追悼式取りまとめ・出席 申請等受付

全国戦没者追悼式取りまとめ 申請等受付

事業概要

　戦没者に対し、追悼の意を捧げるとともに、恒久平和を祈念して戦没者追悼式を実施し

ます。

　また、神奈川県戦没者追悼式や全国戦没者追悼式の参列者について、市内参列者の取り

まとめ、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請受付を実施します。特別弔慰金は、戦

没者の本籍地である県で裁定が下り、日本銀行にて国債が作成された後、申請者へと国債

を交付します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 戦没者追悼関連事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

支給通知作成 通知等発送

被爆者援護手当の支給 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

被爆者援護手当申請書及び届出書の受理 申請等受付

被爆者援護手当の受給権確認 事務作業全般

事業概要

　茅ヶ崎市原子爆弾被爆者援護手当支給要綱により、原爆被爆者支援のため、１人　１

２，０００円の援護手当を支給します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 被爆者援護手当支給事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

支給通知作成 通知等発送

災害見舞金等支給 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

申請受付 申請等受付

被災状況確認 相談・問合せ対応

事業概要

　災害により被害を受けた市民を支援するため、茅ヶ崎市災害見舞金等支給要綱に基づ

き、災害見舞金又は弔慰金を支給します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 小災害被災者救援事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

支給 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

申請受付 申請等受付

支給審査 検討

事業概要

　暴風豪雨等の自然災害により死亡及び障害を受けた市民に対する弔慰金並びに障害見舞

金支給します。また、当該災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、生活

の立て直しに資するため、資金の貸し付けを実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 大規模災害被災者生活再建支援事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・災害弔慰金の支給等に関する法律

(災害弔慰金の支給)

第三条　市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定め

る災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に

対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。

(災害障害見舞金の支給)

第八条　市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、

治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害

がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うこと

ができる。

２　災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者の

その世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。

(災害援護資金の貸付け)

第十条　市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十

二年法律第百十八号)による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げ

る被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額

が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援

護資金の貸付けを行うことができる。

一　療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷

二　政令で定める相当程度の住居又は家財の損害

２　災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。

３　災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定め

る。

４　災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、

その利率を年三パーセント以内で条例で定める率とする。

(市町村における合議制の機関)

第十八条　市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する

ため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものと

する。



1 ■

2 ■ ■

3 ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

茅ヶ崎市社会福祉協議会との連絡調整 事務作業全般

共同募金箱設置の協力 事務作業全般

9月
10

月

11

月

補助金交付申請受付 申請等受付

補助金交付・精算 伝票処理・契約事務

事業概要

　茅ヶ崎市社会福祉協議会の運営に要する経費のほか、事業に要する経費を助成し、茅ヶ

崎市の地域福祉を推進します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 社会福祉協議会助成事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

根拠法令
抜粋

・社会福祉法

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）

第百九条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内に

おいて次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であ

つて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する

活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議

会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の

市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の

過半数が参加するものとする。

一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必

要な事業

（共同募金）

第百十二条　この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一

回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域

内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、

更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者（国及び地方公共団体を除

く。以下この節において同じ。）に配分することを目的とするものをいう。



1 ■

2 ■

3 ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 社会福祉基金補助事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課

事業概要

　茅ヶ崎市社会福祉協議会基金の趣旨に賛同する民間の寄付金その他を原資として、補助

金を交付します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

補助金交付 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金額算定 事務作業全般

補助金交付申請受付 申請等受付



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

農協ビルの契約に関する事務（随時） 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

農協ビル借り上げ料の支払い 伝票処理・契約事務

農協ビル負担金の支払い 伝票処理・契約事務

事業概要

　茅ヶ崎市社会福祉協議会が入居する場所は、さがみ農業協同組合から市が借り受けた建

物の一部分を無償で貸し付けているため、そこに係る維持や管理にかかる費用を支払うた

めの事務や、さがみ農業協同組合との契約に関する事務を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 社会福祉協議会事務所等の管理に関する事務

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

茅ヶ崎市赤十字奉仕団支援 申請等受付

義援金・救援金の募金活動 事務作業全般

災害見舞金の支給 申請等受付

災害救護用車両の購入 伝票処理・契約事務

赤十字会員増強運動 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

会計事務処理 事務作業全般

日本赤十字社事業資金のための募金活動 事務作業全般

事業概要

　日本赤十字社神奈川県支部茅ヶ崎市地区での活動を支援するために、市が事業運営に協

力しています。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 日本赤十字社との連携事務

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



都
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協議会 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

登録・変更申請に係る協議 申請等受付

協議会資料作成 事務作業全般

事業概要

　単独で公共交通機関を利用できない身体障がい者等を対象に、個別輸送を行うＮＰＯ法

人等が、自家用有償旅客運送登録や登録事項の変更を行う際には、地域における関係者の

協議が必要となるため、運輸局、県、藤沢市、寒川町、バス・タクシー事業者、地域住

民、NPO等で構成する「湘南東部地区福祉有償運送市町共同協議会」を開催します。ま

た、協議結果については関東運輸局神奈川運輸支局に送付します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 福祉有償運送登録支援事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・道路運送法

第七十九条の四　国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号の

いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一　申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

二　申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を

経過していない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

を受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を

執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含

む。）であるとき。

三　申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者である

とき。

四　申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者

であるとき。

五　申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公

共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で

定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地

域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないと

き。

六　申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運

転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び

旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないと

き。
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9月
10

月

11

月

各種表彰に関する推薦事務 事務作業全般

事業概要

　各推薦要綱に基づき、福祉分野等のボランティア活動を率先して行っている者、又は永

年にわたりボランティア活動への支援を行っている者など、その功績が特に顕著であると

認められるものを取りまとめ、推薦を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 民生行政に係る表彰事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 協定締結団体との連絡調整事務

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課

事業概要

　支援を必要とする障がい者等への事業や担い手の育成等地域福祉活動の推進を目指し、

市と諸団体が協働して事業を実施していくために定めた「障がい者等支援等事業に関する

協定書」に基づき、締結団体である茅ヶ崎ボランティア連絡会及び茅ヶ崎市視覚障害者福

祉協会との連絡調整、支援を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

協定締結団体との連絡調整・活動支援 事務作業全般



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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事務事業名 社会福祉統計の総括事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課

事業概要

　福祉事務所として、地区別事務打合せ会議への出席、調査員への支援、福祉事務所会議

の開催、調査書類の提出など、国民生活基礎調査（所得票）に関する事務を行います。３

年ごとに大規模調査を実施し、中間の隔年には世帯の基本的事項及び所得の状況について

簡易的な調査を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

厚生労働統計功労者功績表彰等の推薦 事務作業全般

9月
10

月

11

月

調査員の選定・設置 事務作業全般

地区別事務打合せ会議への出席 庁外調整・会議

福祉事務所会議の開催 庁外調整・会議

調査書類の提出 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・社会福祉法

（設置）

第十四条　都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）は、条例で、福祉に関する事務

所を設置しなければならない。

２　都道府県及び市は、その区域（都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設

ける町村の区域を除く。）をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければなら

ない。

・統計法

（定義）

第二条　この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若

しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十九

号）第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法（昭和二十三年

法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関をいう。

４　この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。

一　第五条第一項に規定する国勢統計

二　第六条第一項に規定する国民経済計算

三　行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとし

て総務大臣が指定するもの

イ　全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計

ロ　民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計

ハ　国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際

比較を行う上において特に重要な統計

第三条　公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的

に整備されなければならない。

２　公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるよ

うに作成されなければならない。

（措置要求）

第十二条

２　総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あらかじ

め、統計委員会の意見を聴かなければならない。

・国民生活基礎調査規則（昭和61年７月８日厚生省令第39号）
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月

水道料金・電気料金の支払い 伝票処理・契約事務

修繕 新設・修繕・建替工事

事業概要

　世界平和の実現と明治以来の戦没者のめい福を祈る思いを込めて建立された「平和の

礎」に関する維持・管理を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 平和の礎維持管理事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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9月
10

月

11

月

国への実績報告、補助金請求事務 事務作業全般

事業概要

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年度に支給をした新型コロナウイルス感染

症生活困窮者自立支援金について、国への実績報告及び補助金申請を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

事務事業概要書

部名 福祉部 課かい名 地域福祉課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領

第１ 目的

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小

口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症によ

る影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を

利用できない世帯が存在する。

こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に

生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（以

下「自立支援金」という。）を支給する。

・茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱


